
JP 2018-529837 A 2018.10.11

(57)【要約】
　本開示は、尿素製造のためのプラントにおける使用に適した耐食性二相ステンレス鋼（
フェライト系オーステナイト合金）；及びその使用に関する。本開示は、前記二相ステン
レス鋼から作製されている物品にも関する。更に、本開示は、尿素の製造のための方法、
前記二相ステンレス鋼から作製されている一又は複数の部品を備えた尿素の製造のための
プラント、及び尿素の製造のための既存のプラントを改良する方法にも関する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、二相ステンレス鋼。
【請求項２】
　重量％（ｗｔ％）で

を含む、請求項１に記載の二相ステンレス鋼。
【請求項３】
　Ｍｎが０．５から１．５ｗｔ％である、請求項１又は２に記載の二相ステンレス鋼。
【請求項４】
　Ｓｉが０．０１０から０．５０ｗｔ％である、請求項１から３のいずれか一項に記載の
二相ステンレス鋼。
【請求項５】
　Ｎｉが５．５から８．５ｗｔ％である、請求項１から４のいずれか一項に記載の二相ス
テンレス鋼。
【請求項６】
　Ｎが０．２８から０．４０ｗｔ％である、請求項１から５のいずれか一項に記載の二相
ステンレス鋼。
【請求項７】
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　請求項１から６のいずれか一項に記載の二相ステンレス鋼を含む形成物品。
【請求項８】
　前記物品が管である、請求項７に記載の形成物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、尿素製造のためのプラントにおける使用に適した耐食性二相ステンレス鋼（
フェライト系オーステナイト合金）に関する。本開示はまた、前記二相ステンレス鋼から
作製されている物品及び二相ステンレス鋼の使用にも関する。更に、本開示は、尿素の製
造のための方法、前記二相ステンレス鋼から作製されている一又は複数の部品を備えた尿
素の製造のためのプラント、及び尿素の製造のための既存のプラントを改良する方法にも
関する。
【背景技術】
【０００２】
　二相ステンレス鋼は、フェライト系オーステナイト合金を指す。このような合金は、フ
ェライト相とオーステナイト相を含む微細構造を有する。これに関する引用文献には、国
際公開第９５／００６７４号及び米国特許第７３４７９０３号が含まれる。本明細書に記
載される二相ステンレス鋼は、耐食性が高く、したがって、例えば尿素製造プラントの高
腐食環境において使用することができる。
【０００３】
尿素及びその製造
　尿素（ＮＨ２ＣＯＮＨ２）は、尿素プラントの尿素合成区間において、高温（典型的に
は１５０℃～２５０℃）及び高圧（典型的には１２～４０ＭＰａ）で、アンモニアと二酸
化炭素から製造することができる。この合成においては、二つの連続する反応工程が起こ
ると考えることができる。第一の工程では、カルバミン酸アンモニウムが形成され、次の
工程では、このカルバミン酸アンモニウムは尿素を提供するように脱水される。第一の工
程（ｉ）は発熱を伴い、第二の工程は、吸熱平衡反応（ｉｉ）として表すことができる。

【０００４】
　典型的な尿素製造プラントでは、上記反応は尿素合成区間で実施され、尿素を含む水溶
液が得られる。一又は複数の後続の濃縮区間において、この溶液は濃縮されて最終的に溶
液ではなく融解状態の尿素が得られる。この融成物には更に、顆粒化、造粒、ペレット化
又は圧縮成形といった一又は複数の仕上げ工程が実施される。
【０００５】
　剥離方法による尿素の調製に頻繁に使用される方法は、二酸化炭素除去方法であり、こ
れは例えばUllmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. A27, 1996, pp 33
3-350に記載されている。この方法では、合成区間に続いて一又は複数の回収区間がある
。合成区間は、反応器、剥離器、凝縮器、及び必ずしも必要ではないが好ましくは、動作
圧が１２～１８ＭＰａの範囲、例えば１３～１６ＭＰａであるスクラバーを含む。
【０００６】
　合成区間では、尿素反応器を出た尿素溶液が剥離器に供給され、変換されていない大量
のアンモニア及び二酸化炭素が尿素水溶液から分離される。
【０００７】
　このような剥離器は、シェルアンドチューブ式熱交換器とすることができ、この場合、
尿素溶液がチューブ側の上部に供給され、尿素の合成に使用される二酸化炭素が剥離器の
下部に加えられる。シェル側において、溶液を加熱するために流れが加えられる。尿素溶
液は熱交換器の下部から出され、一方蒸気相は剥離器の上部から出される。前記剥離器を
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【０００８】
　前記蒸気は、典型的には、横型又は縦型とすることができる水中式凝縮器又は流下膜式
熱交換器で凝縮される。横型の水中式熱交換器は、Ullmann’s Encyclopedia of Industr
ial Chemistry, Vol. A27, 1996, pp 333-350に記載されている。形成された溶液は、凝
縮されたアンモニア、二酸化炭素、水及び尿素を含み、凝縮されていないアンモニア、二
酸化炭素及び不活性蒸気と共に再循環される。
【０００９】
　処理条件は、高温且つ濃縮されたカルバメート溶液により高腐食性である。腐食を防止
するために、典型的に受動的空気の形態の酸素が、受動的剤として尿素プロセスに添加さ
れている。すなわち、酸素の一部は、鋼中のクロムと一緒に、設備のステンレス鋼の表面
上に保護クロム酸化物層を形成する。
【００１０】
　過去には、尿素は、設備を製造し、ステンレス鋼から作製されていても、受動的空気が
添加されていても、非常に迅速に腐食し、早期の交換される傾向があることや、酸素の存
在により、本質的に危険な状況を提示するという意味で、腐食は、問題を提示した。これ
は、特に、設備、即ち、前述の腐食性条件の影響を受けるその関連部品を、二相ステンレ
ス鋼、より具体的には、国際公開第９５／００６７４号に記載されるいわゆるスーパー二
相ステンレス鋼（Ｓａｆｕｒｅｘ（登録商標）の商品名で販売されている）から作製する
ことにより解決された。酸素と二相鋼の組み合わせが、受動的に必要な酸素の量の大幅に
減少及び受動的腐食のレベルの低減を可能にしたため、このスーパー二相ステンレス鋼の
クロム含有量は増加した。したがって、カルバメート環境、例えば、尿素の製造のための
プラントで使用されるスーパー二相ステンレス鋼は、非常に良好に作動するが、高温、す
なわち温度が２００℃より高い、例えば２０５℃である場合、受動的腐食のレベルは所望
よりも高くなりうる。したがって、例えばＨＰ（高圧）ストリッパのようなより高い温度
で操作される尿素の製造のためのプラントの特定の設備の寿命を増加させる、より高い耐
腐食性を有する二相ステンレス鋼の必要性が依然と存在する。
【００１１】
　更に、二相ステンレス鋼の使用の別の問題は、元の微細構造、即ち二相ステンレス鋼が
鋼製造業者によって製造されたときに有していた微細構造が、二相ステンレス鋼を例えば
溶接により更に加工するときに変化しうることである。二相ステンレス鋼の微細構造安定
性は組成に依拠し、複雑な部品を製造するときには、適切な耐食性及び十分な機械的特性
を確保するために、加工中に微細構造が安定である材料を有することが重要である。した
がって、安定した微細構造を有する二相ステンレス鋼の必要性も存在する。
【００１２】
　従って、尿素の製造のためのプラントにおいて使用される二相ステンレス鋼材料、特に
、剥離管（剥離器の管）のような、高温及び腐食性流体に曝される部品の更なる改良の必
要性が依然として存在する。
【００１３】
　したがって、特に、例えば剥離管中のような高温でカルバメートを含む流体に曝された
ときに、改善された受動的腐食速度を有する耐腐食性材料を提供すること、それにより、
剥離管の寿命を延ばし、同時に、剥離器の材料の十分な構造安定性、より具体的には、熱
交換器管をチューブシートに接続する溶接部の熱影響部における構造安定性を有すること
が望まれる。
【発明の概要】
【００１４】
　一又は複数の前述の希望に取り組むために、本開示は、一態様において、
重量％（ｗｔ％）で
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と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、二相ステンレス鋼を提供する。
【００１５】
　本開示において、用語「カルバメート」及び「カルバミン酸アンモニウム」は、区別せ
ずに使用される。カルバメートとしては、カルバミン酸アンモニウムが好まれる。
【００１６】
　加えて、本開示は、カルバメート環境における二相ステンレス鋼の使用であって、二相
ステンレス鋼が重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、使用に関する。
【００１７】
　更に、本開示は、上記又は下記に定義される二相ステンレス鋼の形成物品及び尿素の製
造のためのプラントにおける上記又は下記で定義されるようなステンレス鋼の使用に関す
る。
【００１８】
　本開示はまた、尿素を製造するための方法であって、設備の少なくとも一の部品が上記
又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼から作製されている方法と、上記又は下記
に定義されるような二相ステンレス鋼を含む一又は複数の部品を含む尿素の製造のための
プラントにも関する。
【００１９】
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　更に、本開示はまた、尿素の製造のための既存のプラントを改良する方法及び上記又は
下記に記載されるような二相ステンレス鋼を使用することによって尿素プラントの受動的
腐食速度を減少させるための方法にも関する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本開示は、重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、二相ステンレス鋼に関する。
【００２１】
　したがって、例えば、本開示は、重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、二相ステンレス鋼に関する。
【００２２】
　広義には、本開示は、高圧及び高温でカルバメートに曝露される領域について、上記又
は下記で定義されるような二相ステンレス鋼でより良好な耐食性が得られるという賢明な
洞察に基づいている。したがって、前記二相ステンレス鋼は、高温（約１８０℃超）で、
熱交換チューブの一部及び／又は例えば剥離器中の管のような濃カルバミン酸アンモニウ
ムに曝される部品を製造するのに特に有用である。国際公開第９５／００６７４号に記載
されているようなスーパー二相ステンレス鋼は、１８０℃を超える温度までカルバメート
溶液（無酸素でも）において優れた耐食性を有するにもかかわらず、二相ステンレス鋼の
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受動的腐食速度は、特に約１８０℃以上の温度（剥離器管でみられる）で改善の余地を残
す。上記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼は、これらの極限温度で著しく低
い受動的腐食速度を示す。二相ステンレス鋼の利点の一つは、剥離器、特に熱交換管の耐
用年数を改善することである。
【００２３】
　本開示はまた、カルバメート環境、例えばカルバミン酸アンモニウム環境における、上
記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼の使用であって、二相ステンレス鋼が重
量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、使用にも関する。
【００２４】
　したがって、例えば、本開示は、カルバメート環境、例えばカルバミン酸アンモニウム
環境における、上記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼の使用であって、二相
ステンレス鋼が重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、使用にも関する。
【００２５】
　本発明者は、上記又は下記で定義したような二相ステンレス鋼から剥離器管を製造する
ことにより、プロセスへの酸素の添加をほぼゼロにし、依然として、尿素プラントの全て
の部品及び剥離器管において低い受動的腐食速度を有することができるという驚くべき発
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見に至った。更に、本発明者は、二相ステンレス鋼を開発するために使用された、ステン
レス鋼の腐食を評価するために従来使用されている試験（１２７℃で実施される硫酸第二
鉄－硫酸試験溶液を用いたシュトライヒャー試験など）は、尿素プラント内の特定の設備
（剥離器管）における実際に観察される腐食と相関しないことも発見した。したがって、
二相ステンレス鋼の受動的腐食速度の更なる改善は、剥離器管のような特定の設備にみら
れる実際のプロセス条件を模擬する高圧オートクレーブにおける腐食試験によってのみ可
能であった。
【００２６】
　二相ステンレス鋼の基本組成は、一般的に、上記又は下記で定義したとおりであり、各
合金元素の機能は以下で更に説明される。
【００２７】
　炭素（Ｃ）は、本開示では不純物元素と考慮され、フェライト及びオーステナイト相の
両方において限定された溶解性を有する。この限定された溶解性とは、カーバイドの沈殿
が高過ぎる割合で存在し、結果として耐食性が低下する危険を意味する。したがって、Ｃ
含有量は、最大で０．０３０重量％、例えば最大で０．０２０重量％、例えば最大で０．
０１７重量％、例えば最大で０．０１５重量％、例えば最大で０．０１０重量％に制限さ
れなければならない。
【００２８】
　シリコン（Ｓｉ）は、製鋼において脱酸素添加剤として使用される。しかしながら、高
すぎるＳｉ含有量は、中間相の沈殿を生じる傾向を増大させ、Ｎの溶解性を低下させる。
このために、Ｓｉ含有量は最大０．８重量％、例えば最大０．５重量％、例えば０．０５
から０．５０重量％の範囲、例えば０．１から０．５重量％に制限されなければならない
。
【００２９】
　マンガン（Ｍｎ）はＮの溶解性を上昇させるため、且つオーステナイトを安定させると
考えられていることから合金元素としてＮｉを置換するために添加される。しかしながら
、Ｍｎは構造安定性に悪影響を及ぼすことがあり、したがって、含有量は、最大で２．０
重量％、例えば最大で１．５％、例えば０．５から１．５重量％の範囲である。
【００３０】
　クロム（Ｃｒ）は、大部分の種類の腐食に対する耐性を得るのに最も能動的な元素であ
る。尿素合成において、Ｃｒ含有量は耐食性にとって非常に重要であり、したがって可能
な限り高くあるべきである。しかしながら、高クロム含有量と良好な構造安定性との間に
はバランスがある。したがって、本開示において、十分な耐食性を獲得し、構造安定性を
保証するために、Ｃｒ含有量は２９．０から３１．０重量％の範囲であるべきである。し
たがって、Ｃｒ含有量は、２９．０から約３１．０ｗｔ％、例えば２９．００から３０．
００ｗｔ％である。
【００３１】
　ニッケル（Ｎｉ）は、主にオーステナイト安定化要素として使用される。Ｎｉの利点は
、それが構造の安定性に悪影響を及ぼさないことである。Ｎｉ含有量が５重量％未満であ
る場合、熱処理中に窒化クロムが形成されうるため、構造安定性を確保するためには少な
くとも５．０重量％のＮｉ含有量が必要である。しかしながら、Ｎｉはアンモニウムと強
固な錯体を形成しうるため、Ｎｉ含有量をできるだけ少なく保つ必要がある。したがって
、Ｎｉ含有量は、５．０から９．０重量％の範囲、例えば５．５から８．５重量％、例え
ば５．５から７．５重量％でなければならない。
【００３２】
　モリブデン（Ｍｏ）は、二相ステンレス鋼の不動態を向上させるために使用される。し
かしながら、Ｍｏの高すぎる含有量は、金属間層の沈殿のリスクを含む。したがって、Ｍ
ｏは４．０重量％未満である。タングステン（Ｗ）は、孔食及び間隙腐食に対する耐性を
向上させる。しかしながら、高すぎるＷの含有量は、特にＣｒ及びＭｂの高い含有量と組
み合わさると、中間相の沈殿を生じるリスクを高める。したがって、Ｗは４．０重量％未
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満である。可能な限り良好な腐食特性を得るためには、Ｍｏ＋Ｗの含有量は、シグマ相に
対する感度を不当に高くすることなく、可能な限り高くあるべきである。Ｍｏ＋Ｗの含有
量が４．０重量％を超える場合、シグマ相の駆動力が高くなりすぎて、シグマ相なしの部
品を製造することが困難となる。しかしながら、本開示によれば、Ｗ＋Ｍｏが３．０重量
％よりも高い場合、二相ステンレス鋼は剥離器管内の腐食がさらに少なくなることが示さ
れた。したがって、Ｍｏ＋Ｗ含有量は、３．０ｗｔ％より多く４．０ｗｔ％未満である。
更に、Ｗ＋Ｍｏの含有量が３．０ｗｔ％より多く４．０ｗｔ％未満である場合、上記又は
下記に定義される二相ステンレス鋼は、例えば最大０．５重量％、例えば最大０．０５重
量％のように、僅かな量のシグマ相を含有し、例えば、実質的にシグマ相を含まない。シ
グマ相は、二相ステンレス鋼に脆化を引き起こし、それによって耐食性を低下させるので
、避けるべきである。
【００３３】
　窒素（Ｎ）は、強力なオーステナイト形成物であり、オーステナイトの再構築を強化す
る。加えて、Ｎは、オーステナイト相及びフェライト相におけるＣｒ及びＭｏ及びＮｉの
分布に影響する。したがって、Ｎの含有量が高まると、オーステナイト相のＣｒ及びＭｏ
の相対的なシェアが増大する。これは、腐食に対するオーステナイトの耐性が上昇するこ
と、及び構造安定性が維持されつつ二相ステンレス鋼中のＣｒとＭｏの含有量が高まるこ
とを意味する。それ故、Ｎの含有量は少なくとも０．２５重量％であるべきである。しか
しながら、窒素の溶解度は制限されており、高すぎるレベルの窒素は、窒化クロムを形成
するリスクを増大させ、これは次に耐食性に影響を及ぼす。したがって、Ｎは０．４５重
量％超であるべきではない。したがって、Ｎ含有量は、０．２５から０．４５ｗｔ％、例
えば０．２８から０．４０ｗｔ％である。
【００３４】
　銅（Ｃｕ）は本開示において任意選択的要素であり、もし含まれる場合、硫酸のような
酸環境における一般的な耐食性を改善する。しかしながら、Ｃｕの高い含有量は、孔食及
び隙間腐食に対する耐性を低下させる。したがって、Ｃｕの含有量は、最大２．０重量％
、例えば最大１．０重量％、例えば最大０．８重量％に制限されなければならない。
【００３５】
　硫黄（Ｓ）は、易溶な硫化物の形成により耐食性に悪影響を与える。したがって、Ｓの
含有量は、最大０．０２重量％、例えば最大０．０１重量％に制限されなければならない
。
【００３６】
　リン（Ｐ）は一般的な不純物元素である。リンは、およそ０．０３重量％超の量で存在
する場合、例えば、熱間延性、溶接性及び耐食性に悪影響を及ぼしうる。合金中のＰの量
は、最大０．０３重量％、例えば最大０．０２重量％に制限されなければならない。
【００３７】
　用語「最大」が使用されるとき、当業者であれば、別の数字が特に言及されていない限
り、範囲の下限が０重量％であることを理解するであろう。したがって、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ
、Ｃｕ、Ｓ及びＰに関して、それらは任意選択的要素であるため、下限は０重量％である
。
【００３８】
　加えて、加工性、例えば熱間加工性、被削性を改善するために、製造プロセス中に上記
又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼にその他要素が任意選択的に添加されても
よい。そのような要素の例は、限定するものではないが、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｈｆ、Ｃａ、Ａｌ
、Ｂａ、Ｖ、Ｃｅ及びＢである。添加される場合、これらの要素は合計で最大０．５重量
％の量で添加される。任意選択的に、例えば、一定量の定義された要素Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、
Ｃｒ、Ｎｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎ、Ｃｕ、Ｓ及びＰと残量のＦｅ＋不可避不純物を含む上記又は
下記で定義されるような合金が、前記量の前記定義された要素と、例えば加工性のために
添加されるような、最大０．５重量％の添加される任意選択的要素、例えば、Ｔｉ、Ｎｂ
、Ｈｆ、Ｃａ、Ａｌ、Ｂａ、Ｖ、Ｃｅ及びＢと残量のＦｅ＋不可避不純物とから成ること
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が可能である。
【００３９】
　上記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼における残量のものはＦｅ及び不可
避不純物である。不可避不純物の例は、意図して添加されていない要素及び化合物である
が、例えば二相ステンレス鋼の製造のために使用される材料において不純物として通常生
じるため、完全には避けることができない。
【００４０】
　本開示による二相ステンレス鋼のフェライト含有量は、耐食性のために重要である。し
たがって、フェライト含有量は、好ましくは、３０～７０体積％の範囲、例えば３０～６
０体積％の範囲、例えば３０～５５体積％の範囲、例えば４０～６０体積％の範囲である
。
【００４１】
　上記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼は、従来の方法、即ち鋳込み、続い
て熱間加工及び／又は冷間加工並びに任意選択的に追加の熱処理により製造されうる。上
記又は下記で定義されるような二相ステンレス鋼はまた、例えば熱間等静圧圧縮成形法（
ＨＩＰ）により粉末生成物として生成することもできる。
【００４２】
　上記又は下記で定義されるような二相ステンレス鋼は、良好な耐食性が設備に必要とさ
れるその他の用途にも使用されうる。二相ステンレス鋼の可能な用途のいくつかの例には
、硝酸環境、メラミン製造、紙及びパルプ産業における使用、例えば白液環境での使用が
意図されるプロセス化学成分における建築材料として、及び溶接ワイヤ材料としての使用
が含まれる。鋼は、例えばシームレスチューブ、溶接チューブ、フランジ、カップリング
及びシートメタルの製造に使用することができる。
【００４３】
　本開示は、二相ステンレス鋼を含む形成物品にも関し、一実施形態によれば、前記物品
は、例えば、尿素製造プラント用の剥離器管又は尿素製造プラント内の剥離器の液体分配
器のような管である。本開示はまた、尿素合成プロセスにおける、上記及び下記に記載さ
れる実施形態のいずれか一つにおいて、上記又は下記で定義されるような二相ステンレス
鋼の使用に関する。上記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼のこの使用は、高
圧尿素合成セクションの一又は複数の部分のような、例えばカルバメート溶液と接触と接
触する部分の前記プロセスで使用される設備の一又は複数の部分の腐食を低減するためで
ある。
【００４４】
　本開示の更に別の態様は、カルバメート溶液と接触する部分のような、設備部分の少な
くとも一が、上記又は下記で定義されるような二相ステンレス鋼から製造される尿素を製
造するための方法を提供することである。カルバメート溶液は、０．１ｐｐｍ（重量で）
未満、例えば０．０４ｐｐｍ未満の酸素含有量を有することができる。
【００４５】
　本開示の別の態様は、尿素の製造のためのプラントであって、一又は複数の上記又は下
記に定義されるような二相ステンレス鋼を含む部品を含むプラントを提供することである
。一実施態様によれば、一又は複数の剥離器管は、上記又は下記で定義されるような二相
ステンレス鋼を含むか、又はそれから作製されている。更なる実施態様によれば、プラン
トは剥離器を含む高圧尿素合成セクションを含み、剥離器は、上記又は下記で定義される
ような二相ステンレス鋼を含む少なくとも一の液体分配器を含む。前記二相ステンレス鋼
は、液体分配器、レーダーコーン、（制御）バルブ及びエジェクタから成る群より選択さ
れる一又は複数の成分を含む尿素の製造のための既存のプラントを改良する方法であって
、一又は複数の剥離器管が上記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼を含む剥離
器管に置き換えられることを特徴とする方法に使用することができる。該方法は、少なく
とも一の剥離器管を上記又は下記に定義されるような二相ステンレス鋼を含む剥離器管で
置き換えることにより、尿素プラントの腐食速度を低減させるための方法においても使用
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することができる。
【００４６】
　本開示はまた、以下の番号付与された、限定されない実施態様を含む。
【００４７】
　実施態様１．０．カルバメート環境における二相ステンレス鋼の使用であって、二相ス
テンレス鋼が重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、使用。
【００４８】
　実施態様１．１．カルバメート環境における二相ステンレス鋼の使用であって、二相ス
テンレス鋼が重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、使用。
【００４９】
　実施態様１．２．Ｍｎが０．５から１．５重量％である、実施態様１．０又は１．１に
記載の二相ステンレス鋼の使用。
【００５０】
　実施態様１．３．Ｓｉが０．０１０から０．５０重量％である、実施態様１．０、１．
１又は１．２に記載の二相ステンレス鋼の使用。
【００５１】
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　実施態様１．４．Ｎｉが５．５から８．５重量％、例えば５．５から７．５重量％であ
る、実施態様１．０から１．３のいずれか一つに記載の二相ステンレス鋼の使用。
【００５２】
　実施態様１．５．Ｎが０．２８から０．４０重量％である、実施態様１．０から１．４
のいずれか一つに記載の二相ステンレス鋼の使用。
【００５３】
　実施態様１．７．カルバミン酸アンモニウム溶液と接触する高圧尿素合成セクションの
一又は複数の部品の腐食を低減するための尿素合成プロセスにおける、実施態様１．０か
ら１．６のいずれか一つに記載の二相ステンレス鋼の使用。
【００５４】
　実施態様１．８．管、尿素製造のためのプラント用の剥離器管又は尿素製造のためのプ
ラント用の剥離器管用の液体分配器である、実施態様１．０から１．６のいずれか一つに
定義されるような二相ステンレス鋼を含む形成物品。
【００５５】
　実施態様１．９．少なくとも一の部品が、実施態様１．０から１．６のいずれか一つに
定義されるような二相ステンレス鋼から作製されている尿素製造のための方法であって、
好ましくは、カルバミン酸アンモニウムを形成し、カルバミン酸アンモニウムを脱水させ
て尿素を提供することを含む方法。
【００５６】
　実施態様１．１０．実施態様１．０から１．６のいずれか一つに定義されるような二相
ステンレス鋼を含む一又は複数の部品を含む、尿素の製造のためのプラント。
【００５７】
　実施態様１．１１．前記一又は複数の部品が剥離器管である、実施態様１．１０に記載
のプラント。
【００５８】
　実施態様１．１２．剥離器を含む高圧尿素合成セクションを含み、剥離器が、実施態様
１．０から１．６のいずれか一つの実施態様に下記に定義されるような二相ステンレス鋼
を含む、実施態様１．１０又は１．１１に記載のプラント。
【００５９】
　実施態様１．１３．液体分配器、レーダーコーン、（制御）バルブ及びエジェクタから
成る群より選択される一又は複数の成分を含む尿素の製造のための既存のプラントを改良
する方法であって、一又は複数の剥離器管が実施態様１．０から１．６のいずれか一つに
定義されるような二相ステンレス鋼を含む剥離器管に置き換えられることを特徴とする方
法。
【００６０】
　実施態様１．１４．少なくとも一の剥離器管を実施態様１．１から１．６のいずれか一
つに定義されるような二相ステンレス鋼を含む剥離器管で置き換えることにより、尿素プ
ラントの受動的腐食率を低減させるための方法。
【００６１】
　実施態様２．０．重量％（ｗｔ％）で
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と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、二相ステンレス鋼。
【００６２】
　実施態様２．１．重量％（ｗｔ％）で

と、残量のＦｅ及び不可避不純物とを含み、Ｍｏ＋Ｗの含有量が３．０超であるが４．０
未満である、二相ステンレス鋼。
【００６３】
　実施態様２．２．Ｍｎが０．５から１．５重量％である、実施態様２．０又は２．１に
記載の二相ステンレス鋼。
【００６４】
　実施態様２．３．Ｓｉが０．０１０から０．５０重量％である、実施態様２．０、２．
１又は２．２に記載の二相ステンレス鋼。
【００６５】
　実施態様２．４．Ｎｉが５．５から８．５重量％、例えば５．５から７．５重量％であ
る、実施態様２．０から２．３のいずれか一つに記載の二相ステンレス鋼。
【００６６】
　実施態様２．５．Ｎが０．２８から０．４０重量％である、実施態様２．０から２．４
のいずれか一つに記載の二相ステンレス鋼。
【００６７】
　実施態様２．６．６．Ｍｎが０．５から１．５重量％であり、Ｓｉが０．０１０から０



(14) JP 2018-529837 A 2018.10.11

10

20

30

40

．５０重量％であり、Ｎｉが５．５から８．５重量％であり、Ｎが０．２８から０．４０
重量％である、実施態様２．０に記載の二相ステンレス鋼。
【００６８】
　実施態様２．７．実施態様２．０から２．６のいずれか一つに記載の二相ステンレス鋼
を含む形成物品。
【００６９】
　本開示は、以下の非限定的な実施例によってさらに示される。
【実施例】
【００７０】
　表１は、実施例で使用される二相ステンレス鋼の組成を示す。試験に使用される物品は
、熱間鍛造、熱間圧延、冷間圧延、次いで熱処理された２７０ｋｇのビレットから製造さ
れた。
【００７１】
オートクレーブに使用による腐食試験
　試料を、約１２００℃までの熱間加温、中間温度（約１１００℃）の冷間圧延（室温）
と１０７０℃での最終焼鈍により製造された５ｍｍのストリップから切断した。試験に使
用したサンプルは、約２０×１０×３ｍｍの寸法を有するクーポンの形態を有していた。
全ての表面を機械加工し、湿式粉砕により仕上げた。
【００７２】
　二相ステンレス鋼の耐食性を酸素非含有のカルバメート溶液中で評価した。カルバメー
ト溶液の組成を、尿素プラントにおける剥離器熱交換器管に通常みられるよりもさらに悪
い条件をシミュレートするように選択した。試験中の温度は２１０℃であった。腐食速度
は酸素非含有カルバメート溶液中で１４日間曝露した後に計算した。その結果を表３に示
す。表から分かるように、チャージ１及び２は、より低い腐食速度によって示される比較
チャージ３～５よりも優れた耐食性を有する。
【００７３】
　曝露には以下の手順を使用した。超純水及びエタノールを用いてオートクレーブを慎重
に洗浄した。クーポン（ストリップ）をアセトン及びエタノール中で洗浄し、計量し、ク
ーポンの寸法を測定した。次いで、これらをテフロン試料保持器に取り付けた。
【００７４】
　水及び尿素をオードクレーブに添加した。次いで、オートクレーブを窒素でパージし、
酸素及び他の気体を除去した。次いで、オートクレーブにアンモニアを添加した。
【００７５】
　表２に記載される温度プロファイルに従って、翌日に加熱を開始した。順序はオーバー
シューティングを避けるように設計されている。試験片を２１０℃で１４日間曝露させた
。
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【００７６】
機械的試験
　引張試験、衝撃試験及び硬度測定により機械的特性を評価した。５ｍｍの冷間圧延され
、アニーリングされたストリップを引張試験及び硬度測定に使用した。１１ｍｍの熱間圧
延されたストリップを衝撃試験に使用した。ストリップは上記の方法で製造した。
【００７７】
　ＩＳＯ６８９２－１：２００９に従って、引張試験は室温で実施した。
【００７８】
　衝撃試験の試験片は標準Ｖ－ノッチ試験片（ＳＳＶ１）であった。試験はＩＳＯ１４５
５６に従って実施した。試験は、二つの温度、室温及び－３５℃で実施した。
【００７９】
　硬度測定は、５ｍｍのストリップから採取した長い試料のクロスカット表面上で実施し
た。ストリップの中央で測定を行った。ビッカース硬さ試験を１０ｋｇ（ＨＶ１０）のロ
ードを用いて実施した。
【００８０】
　オーステナイトスペーシング測定を、高度測定に使用したのと同じ試験片上で実施した
。推奨されるプラクティスＤＮＶ－ＲＰ－Ｆ１１２、セクション７（２００８年１０月）
に従って、測定を実施した。
【００８１】
　機械的試験の結果を以下の表に示す
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